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議案第１１号 

 

   君津市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 君津市手数料徴収条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

 

令和元年１１月２８日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号）の一部改

正に伴い、複数棟における建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に関する手数料を改

定するため、君津市手数料徴収条例（平成１２年君津市条例第５号）の一部を改正しよう

とするものである。 
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君津市条例第  号 

 

   君津市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 

 君津市手数料徴収条例（平成１２年君津市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２の３０の項に次のように加える。 

(3) 申請建築物及び他の建築物の建築

物エネルギー消費性能向上計画の認

定の申請をする場合 建築物ごとに

それぞれ(1)の目又は(2)の目に定め

る額を合計した額  

同表３１の項金額の欄を次のように改める。 

(1) 単体の申請建築物の建築物エネル

ギー消費性能向上計画の変更の認定

の申請をする場合 ３０の項の右欄

の(1)の目又は(2)の目に掲げる区分

に応じ、それぞれ定める額に２分の

１を乗じて得た額 

(2) 申請建築物及び他の建築物の建築

物エネルギー消費性能向上計画の変

更の認定の申請をする場合 当該計

画の変更に係る建築物ごとにそれぞ

れ(1)の目に定める額を合計した額 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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君津市手数料徴収条例新旧対照表 

改正案 現 行 

別表第２（第２条） 別表第２（第２条） 

手数料を徴収する事務 金額 

１～２９ 省略 

３０ 建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律第２９条

第１項の規定による建築物エネ

ルギー消費性能向上計画の認定

の申請（同法第３０条第２項の規

定による申出を伴う場合を除

く。）に対する審査 

(1) ～(2) 省略 

(3) 申請建築物及び他の建築物の

建築物エネルギー消費性能向上

計画の認定の申請をする場合 

建築物ごとにそれぞれ(1)の目又

は(2)の目に定める額を合計した

額 

３１ 建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律第３１条

第１項の規定による建築物エネ

ルギー消費性能向上計画の変更

の認定の申請（同法第３１条第２

項において準用する同法第３０

条第２項の規定による申出を伴

う場合を除く。）に対する審査 

(1) 単体の申請建築物の建築物エ

ネルギー消費性能向上計画の変

更の認定の申請をする場合 

 ３０の項の右欄の(1)の目又は

(2)の目に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ定める額に２分の１を乗

じて得た額 

(2) 申請建築物及び他の建築物の

建築物エネルギー消費性能向上

計画の変更の認定の申請をする

場合 当該計画の変更に係る建

築物ごとにそれぞれ(1)の目に定

める額を合計した額 

３２～５３ 省略 
 

手数料を徴収する事務 金額 

１～２９ 省略 

３０ 建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律第２９条

第１項の規定による建築物エネ

ルギー消費性能向上計画の認定

の申請（同法第３０条第２項の規

定による申出を伴う場合を除

く。）に対する審査 

(1) ～(2) 省略 

 

３１ 建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律第３１条

第１項の規定による建築物エネ

ルギー消費性能向上計画の変更

の認定の申請（同法第３１条第２

項において準用する同法第３０

条第２項の規定による申出を伴

う場合を除く。）に対する審査 

３０の項の右欄に掲げる区分に応

じ、それぞれ定める額に２分の１を

乗じて得た額 

 

 

 

 

 

 

３２～５３ 省略 
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備考 省略 備考 省略 

  

 


